
議案第1 1 6号 

 

北上市学童保育所条例の一部を改正する条例 

 

北上市学童保育所条例（平成29年北上市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （名称及び位置） 

第２条 学童保育所の位置及び名称は、次のとおりとする。 

名称 位置 

［略］ 

黒沢尻東学童保育所 北上市中野町一丁目８番44号 

［略］ 

  

（名称及び位置） 

第２条 学童保育所の位置及び名称は、次のとおりとする。 

名称 位置 

［略］ 

黒沢尻東学童保育所 北上市中野町一丁目８番51号 

［略］ 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年３月13日提出 

北上市長 八重樫 浩 文       

 

提案理由 

黒沢尻東学童保育所の移転に伴い、位置を変更しようとするものである。 

 


